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Tax & Legal Services Newsletter 

新型コロナウィルス（COVID-19）対策の税務救済措置 

タイ政府は、新型コロナウィルス（COVID-19）対策として以下の申告期限等の延長

及び税務上の救済措置を公表しました。 

 個人所得税申告書 

2020年3月31日、財務省は、2020年3月31日（電子申告の方法による場合は同

年4月8日）とされていた2019年分の個人所得税申告書（PND.90、PND.91及び

PND.95）の提出期限を2020年8月31日に延長する旨の通達を公表しました。加

えて、納税者は延滞金を科されることなく3回に分割して納税することができ

ます。この通達は、所得税申告書の提出及び納付期限を2020年6月30日に延長

した旨を記載した従前の通達（2020年2月28日付）に取って代わり効力を有す

ることになります。 

 

 法人税申告書 

2020年3月31日、財務省は、2020年4月から8月までの間に法人税確定申告書

（PND.50）及び移転価格開示フォームの提出期限が到来する法人等について、

その提出期限を2020年8月31日に延長する旨の通達（第2号）を公表しました。

なお、2020年8月24日から8月31日までの間に提出期限が到来するPND.50を電
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子申告の方法により提出する場合、8日間の更なる提出期限の延長が認められ

ます。 

 

2020年4月から9月までの間に法人税中間申告書（PND. 51）の提出期限が到来

する法人等については、その提出期限が2020年9月30日に延長されました。な

お、2020年9月23日から9月30日までの間に提出期限が到来するPND.51を電子

申告の方法により提出する場合、8日間の更なる提出期限の延長が認められま

す。 

 

上述の法人税確定申告書、移転価格開示フォーム及び法人税中間申告書の提

出期限の延長措置は、タイ証券市場に上場する法人等には適用されません。 

 

 源泉税、特定事業税、付加価値税及び印紙税 

2020 年 4 月 3 日、財務省は以下の申告期限等を延長する旨の通達を公表しま

した。 

- 2020 年 4 月 7 日又は 5 月 7 日（電子申告による場合は同年 4 月 15 日又

は 5 月 15 日）とされていた 2020 年 3 月及び 4 月次の源泉税申告書

（PND.1、PND.2、PND.3、PND.53 及び PND.54）の提出期限が 2020年 5月

15 日に延長されました。 

- 2020 年 4 月 7 日又は 5 月 7 日（電子申告による場合は同年 4 月 15 日又

は 5月 15 日）とされていた 2020年 3月及び 4月次の付加価値税（VAT）

申告書（Por.Por.36）の提出期限が 2020 年 5 月 15 日に延長されまし

た。 

- 2020 年 4 月 15 日又は 5 月 15 日（電子申告による場合は同年 4 月 23 日

又は 5 月 23 日）とされていた 2020 年 3 月及び 4 月次の付加価値税

（ VAT ） 申 告書 （ Por.Por.30 ）及 び 特定 事業 税 （ SBT ）申告書

（Por.Tor.40）の提出期限が 2020 年 5 月 23 日に延長されました。しか

しながら、当該措置は関連登記等の完了時に納付することが求められる

商業目的又は投資目的による不動産譲渡に係る特定事業税（SBT）申告

書には適用されません。 

- 2020 年 4 月 1 日から 5 月 15 日までの間に申告期限が到来する印紙税の

申告書（Aor.Sor.4、Aor.Sor.4 Gor 及び Aor.Sor.4 Kor）の提出及び納

付期限が 2020 年 5 月 15 日に延長されました。 

 

 電子決済関連法に基づく報告義務 

2020年4月2日、財務省は、金融機関及び電子マネーサービスプロバイダーが

一定の取引に関する情報を報告する期限を2020年3月31日から6月30日に延長
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する旨の通達を公表しました。上述する情報には、(i)年間3,000回以上の電

子預金/送金取引、又は、(ii)200万バーツ以上の取引金額による電子預金/送

金を年間400回以上行った者の情報が含まれます。 

 

 源泉税率の軽減 

2020年3月27日付で公表された財務省令第361号により、以下の支払に係る源

泉税率が軽減されました。 

- 法人等に支払われる歳入法第40条(2)に規定される人的役務提供報酬及

び第40条（3）に規定される営業権、著作権及びその他権利から生ずる

報酬 

- 個人及び法人等に支払われる歳入法第40条(6)に規定される自由業の専

門家報酬及び歳入法第40条（7）に規定される請負報酬で請負業者が用

具以外の主要な原材料を提供するもの 

- 歳入法第40条（8）に規定される所得のうち、請負、報奨金、販売促進

目的の割戻等及び財務省令第144号2（3）、（15）、（16）及び（17）

に該当しない芸能人、広告、損害保険及び輸送運賃その他の役務提供

（但し、ホテル、レストランの役務提供料及び個人又は法人に対する生

命保険料は除外） 
 

上述の報酬支払に課される源泉税率は、以下の通り軽減されます。 

- 2020年4月1日から2020年9月30日までの期間の支払に課される源泉税率

は、通常の申告又は電子申告に関わらず3%から1.5%に軽減 

- 2020年10月1日から2021年12月31日までの期間の支払に課される源泉税

率は、歳入法第3条(15)に規定される方法(e-Withholding Tax System)に

よる場合に限り、3%から2%に軽減 

 

事業収入を伴う社団又は財団への支払又は歳入法第47条(7)(b)に規定される財務

省が公表した社団又は財団への支払については、源泉税率の軽減は適用され

ません。 

 

 その他の税務救済措置 

2020年3月10日及び3月24日に、以下の税務救済措置が閣議決定されました。 

- 個人又は法人等が、新型コロナウィルス（COVID-19）の感染拡大防止を

目的として政府に寄附した現金の額又は物品の価額の控除(但し、当該

控除及び税務減算処理は、閣議決定された金額又は率が上限) 

- VAT 登録事業者による COVID-19 の感染拡大防止を目的とした寄附につい

て、VAT を免除 
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- 2020 年分から、個人が支払った健康保険料の控除上限額を 25,000 バー

ツ(従前は15,000バーツ)に拡大（健康保険料、その他の生命保険料及び

養老保険による年間の所得控除額は 100,000 バーツが上限） 

- 2020 年分として医療従事者等が受け取った危険手当について、個人所得

税を免除 

 

 

国内観光業の促進のための個人所得税免除 

2020年2月28日に公表された財務省令第358号に規定される一定の助成金及び補償金の

受領については、個人所得税が免除されます。個人所得税が免除される条件として、

当該助成金及び補償金が閣僚評議会の決議により国内観光業の促進措置として政府

が設置した電子決済ポータルサイトを利用した上で物品又は役務提供の対価として

支払われなければならないことが挙げられます。 

 

 

退職投資信託及びスーパーセービングファンドへの投資 

2020 年 2 月 28 日に公表された財務省令第 357 号の規定により、以下のとおり退職投資
信託(RMF)及びスーパーセービングファンド(SSF)への投資に係る個人所得税の減免が
されました。 

 タイ国証券取引法に基づき設立された投資信託で 2020 年 1 月 1 日前に購入さ
れたもの（ロングタームエクイティファンドの転売を除く）及び同法に基づ
き設立された RMF 又は SSF の譲渡は免税とされます。 

 2020 年 1 月 1 日以降に購入された RMF の投資金額は控除対象とされます。当
該控除は、納税者の課税所得の 30%を超えない範囲で年間 500,000 バーツが上
限とされます（従前、納税者の課税所得の 15%を越えない範囲で年間 500,000
バーツを上限として控除）。納税者は、当初購入日から最低 5 年間保有する
ことが求められ、納税者本人が 55 歳前に払い戻すことはできません。 

 2020 年 1 月 1 日から 2024 年 12 月 31 日までに購入された SSF の投資金額は控
除対象とされる。当該控除は、納税者の課税所得の 30%を超えない範囲で年間
200,000 バーツが上限とされます。障害を負った場合や死亡した場合を除き、
納税者は当初購入日から最低 10 年間保有することが求められます。 

 

その他、2020 年 3 月 13 日付で歳入局長通達（第 369 号）が公表され、2020年 1月 1 日か
ら 2024年 12月 31日までに購入された SSFの投資金額に係る個人所得税の控除について
以下の条件が加えられました。 

 一つ以上の SSF への投資金額に係る控除額の合計は、納税者の課税所得の
30%を超えない範囲で年間 200,000 バーツが上限とされます。加えて、納税
者がプロビデントファンド、政府年金基金、私立教職員救済基金並びに RMF、
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年金保険及び国家貯蓄制度に拠出している場合、これらの拠出総額に係る控
除額計の上限は年間 500,000 バーツとされます。 

 本通達に示された条件が満たされていない場合（例えば、納税者が投資資産
の購入日から 10 年間保有しない場合）、納税者は控除を受ける権利があり
ません。この場合、納税者は、修正申告書を提出することにより当該所得控
除を受けた年分の個人所得税を追加納付する必要があります。税務当局は、
当該所得控除の適用を受けた申告書の提出日から 5 年以内であれば、延滞金
を含めた追徴税額を課すことができます。 

 当該所得控除の規定を適用するためには、SSF の購入口数を証する書面を投
資信託の運用会社から入手することが求められます。 

 納税者が、ある SSF から他の SSF に変更する場合は、変更先の SSF の運用会
社から投資の事実を証する書面を入手することが求められます。10 年間の保
有要件については、変更依頼から 5 営業日以内に行われた場合は継続保有と
して取り扱われます。税務調査の際に用いる証憑として、上述の書面を保管
することが望まれます。 
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石油所得税法に基づく貸倒損失 

石油所得税法に基づく貸倒損失に係る省令(案)が 2020 年 3 月 17 日に閣議決定されまし
た。内容は以下の通りです。 

 貸倒損失処理を行うためには、以下の条件を充足する必要があります。 

- 石油事業の運営から生じた貸倒損失（現在又は過去に取締役であった個人

に対する債権から生じたものを除く）であること 

- 法的に時効になっていない貸倒損失であること 

 債務者一人当たりの貸倒損失が 2百万バーツを超える場合については、貸倒損

失処理前に以下の事象が生じている必要があります。 

- 債権回収の督促は継続して行われているが、債務者の死亡・廃業又は他の

債権者が優先権を有する負債が資産を超過していることから債務が未決済

のままであること 

- 債務者に対する民事訴訟が提起され、裁判所の命令等が下されているが、

債務者が債務を弁済する財産を有していないこと 

- 債務者に対する破産訴訟が提起され、債務者の財産の初回処分が行われた

又は裁判所から訴訟終了の宣言がされたこと 

 債務者一人当たりの貸倒損失が 2百万バーツ以下の場合は、貸倒損失処理前に

以下の事象が生じている必要があります。 

- 債権回収の督促は継続的に行わているが、債務が未決済であること 

- 債務者に対する民事訴訟が提起され、裁判所がその訴えを認めたこと 

- 債務者に対する破産訴訟が提起され、裁判所がその訴えを認めたこと 

 貸倒損失処理された債務の額は、以下に例示する場合を除き、本省令案に規

定される条件がすべて充足された会計年度における損金として処理すること

ができます。 

- 債務者に対する民事訴訟又は破産訴訟が提起されたことにより、債務を裁

判所が残余財産の分配等を認めた会計年度の損金として処理する場合 

- 事業再生計画に基づいて債務が免除又は和解されたことにより、債務を裁

判所が事業再生計画を認めた会計年度の損金として処理する場合 
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